
⑧ 
(横浜市会議長、副議長、各会派団長あて)

総管第 157号

平成 23年 6月 15日

総務局長鈴木隆

夏の電力不足に対する市庁舎の取組について

今夏の電力不足に対応するため、各会派の皆様にも節電の取組へのご協力をお

願いします。

1 市庁舎(行政棟、市会棟)の電力削減目標について

(1)市庁舎の電力削減目標 咋年比企 20%

(2) 2010年市庁舎の電力量ピーク値は約 1，200kw(1，191kw) 

V市庁舎の時間別電力使用量(平成 22年 7月 21日)
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.1，200kwの内訳(想定)

照明 200kw 
コンセント 320kw 
全体空調 450kw 
個別空調 230kw (設備容量 1，534kwの 15%)

(3) 電気使用制限

15% (企179kw)11，013kw以下| 国の定める使用制限

;2'o%:::;;:('.4!239正記)"'1'953k点以誤らl市庁舎の使用制限目標

(4)削減の取組内容

'①既に実施中の取組

・共用部(廊下、トイレなど)の減灯 111ベ企118kw(10%)
・市民広問、廊下 (3・4階)の照明 LED化 IIL) 
・エレベーターの運転台数削減 (6基中 4基休止) I V 

・トイレ人感センサ一時間調整、電気温水器休止 など

②新たに実施する取組 I .ー__l¥
I 11'> 目標企80kw(7%) 

・執務室の照明 40%減灯(庁舎全体で 50%減灯)I IL __ / 

③更に徹底する取組(各所属での取組)I I片 目標創立w (3%) 
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2 市役所で予定している取組

取組項目 内 ~仕で，

ランチシフト
昼休みを 13: 00'"" 14 : 00へ変更し、徹底して節電を図るこ

とにより電力ピークの分散を図ります。

ワークシフト
原則定時退庁とし、超過勤務が必要な場合は始業時間前に行

います。

各執務室の状況に応じて、最低基準としての照度を確保しつ

50%減灯
つ、 40%減灯し、廊下・階段等の共用部は、安全上、管理上

不適切とならない範囲で減灯し、市庁舎全体で照明を 50%

削減します。

全体空調は例年通り、気温・室温に応じて運転します。熱中

室温 28
0
C設定 症対策など健康管理への対策をしっかりと行ってください。

個別空調を運転する場合は、基準を道守してください。

①地下食堂 11時-18時→ 11時一15時企3時間

売庖等の ②第=食堂 11時-16時→ 11時-15時企 1時間

営業時間短縮 ③コンビニ 7時 30分-19時 → 

7時 30分-17時 30分企1.5時間

く具体的な取組>

O パソコン、複合機の省電力設定

0 プリンター、コピー機等は使用状況に応じ、コンセントを抜き待機電力削減

。昼休みや離席する場合はスタンパイ(スリープ)モード

o 1時間 45分以上使用しない場合はパソコンをシャットダウン

O 不要な USB機器などの取り外し

0 冷蔵庫の共有や温度設定の変更

0 電気ポット、電子レンジ、コーヒーメーカー、扇風機の使用禁止(電池を使

用する個人用扇風機は使用可)

0 昼休みの執務室内の消灯及びパソコン・ OA機器の原則休止 (13時'""14時)

O 使用していない電気機器の電源プラグを抜く等待機電力を削減

0 個別空調を運転する場合は、室温 28
0

C遵守

0 こまめな水分補給

O 階段の積極的利用

担当 総務局管理課

課長中川

係長村本

T E L (045) 671-2083 



運営理事会 (6月21日)協議結果

0夏の電力不足に対する市会の取り組み

(全会一致)

1 期間 7月 1日(金)"-' 9月 30日(金)

2 取り組み

内 容

ランチシフト 昼休憩時間については、 13時"-'1 4時に変更して運用する。

ただし、本会議、委員会等においては運営上、柔軟な対応を行う。

会議室等の減灯 会議等の運営上、支障を生じない範囲において照明を減灯する。

室温28
0

C 基準を 28
0

Cとする。
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